
○既存発電施設の改築更新を見据え，より効果的な消化ガスの 
  活用手法について検討 
○国が定める再生可能エネルギー固定価格買取制度（ＦＩＴ制度）を  
  活用して，発電電力の売電に取組む 
○民設民営方式により民間事業者のノウハウを最大限活用する。 
○事業から得る収入により下水道事業の新たな財源を確保する。 
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４ スケジュール 

３ 事業の効果 

・下水道バイオマスの有効利用による地球温暖化防止に貢献 

２ 消化ガス発電事業の仕組み 

・下水道事業の新たな財源の確保 

資源の有効利用と循環型社会の推進 広島県 太田川流域下水道東部浄化センター消化ガス発電事業 

◎事業契約締結（県及び事業者） 

東部浄化センター【県】 

汚泥消化施設【県】 

消化ガス発電施設【事業者】 
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１ 事業導入の背景 

電力（再生可能エネルギー） 
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○消化ガスの売却により約３０億円／２０年間の収入 
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下水汚泥を分解して減量化する
過程で発生（主成分メタンガス） 

汚泥 

○ＣＯ2削減量約４，１００ｔ／年（発電量約６３０万kWh／年） 

○維持管理費に充当し，安定した下水道経営に寄与 

ＣＯ2削減量約４，１００ｔ／年 
（年間売電量×中国電力ＣＯ2排出係数より算出） 


